
効果概要：高齢者施設において、非常用自家発電設備を整備したことにより、常時酸素吸入が必要な入所者に対し、「令
和４年８月１日からの大雨」の際の停電時も必要な医療的対応を継続することが可能となった。

府省庁名：厚生労働省

 実施主体：社会福祉法人そうめい会

 対策の概要：

介護関係施設において、非常用発電設備の整備を実施

 事業費：事業費 1,260万円

（うち３か年緊急対策による事業費1,231万円）

３か年緊急対策

非常用自家発電設備設置による停電時における事業継続（山形県白鷹町）

施設全景
社会福祉法人 そうめい会

「特別養護老人ホーム マイスカイ中山」

非常用自家発電及び
燃料タンク

災害時の効果発揮事例


